
Ⅳ－ 14 第38回土木学会関東支部技術研究発表会

団地建替事業の緑に対する居住者との合意形成手法の変遷と波及に関する研究 

 

㈱ＵＲリンケージ  正会員 ○小木曽 裕 

 

 

1．背景と目的  

 21世紀になり，地球環境への関心は確実に高まって

いる。そのような中で都市再生機構注１）はでは，昭和

61 年から昭和 30 年代の団地の建替事業を継続実施し

て来た。その事業の中で既存の緑は大きく成長し，そ

の緑は，居住者は基より地域の貴重な自然的資産にな

っている。これらの緑は，建替事業の中で計画的に保

存、移植する建設計画・設計や造園・土木設計が必要

である。緑豊かな潤いのある建替事業を進める上では，

建築物の容積率や道路，駐車場などの配置計画と既存

の緑の保存・移植計画を総合的に実施することにより

実現するものである。さらに，建替事業の既存樹木の

保全と活用をする上では，従前居住者の緑の計画に対

する意識や考え方の合意形成が不可欠である。 

今日、都市機構のみならず都市の中で集合住宅を建

設する上では、既存の緑の取り扱いを総合的に行う為，

既存の緑の取扱いに対する居住者との合意形成手法を

明らかにすることは意義のあることと考える。 

しかし既往研究を見ると，公団注１）の賃貸住宅居住

者が主体となる団地更新計画条件と更新計画づくりに

ついての研究１）、コラボレーションによる団地更新計

画に関する研究２）また，建替事業における住民参加型

ワークショプの取り組み等に関する研究３）～６）がある。

また，建替団地の既存樹木の利活用の居住者意識の研

究７）があるが，これらの一連の研究には建替事業にお

ける緑に対する居住者との合意形成手法の変遷を論じ

た研究は見当らない。 

一方，都市再生機構は従来の建替事業からのＵＲ賃

貸住宅ストック再生・再編方針の基にストックの再生

事業８）へと動き出している。その背景には本格的な尐

子・高齢化，人口・世帯減尐社会の到来，住宅セーフ

ティネットとしての役割の要請等がある。 

そこで本研究では，今後の団地再生に活かす為にも，

団地建替事業の変遷の中で，緑に対する居住者との合

意形成手法の変遷と波及について考察することを目的

とする。 

２．研究の方法 

研究の進め方は，先に建替事業について平成 17 年

度までの内容を分析し整理した。次に，団地建替事業

の緑に対する居住者との合意形成手法の変遷を分析整

理するとともに，実践された緑の合意形成の手法がど

のように，他の団地に波及したかを明らかにするとと

もに，その効果を考察した上で全体的なまとめを行っ

た。 

緑の合意形成に関する調査団地の範囲については，

屋外空間の既存の緑の成長が多い，東京都下の緑の合

意形成を行った団地とした。 

研究の方法は，公団注１）の建替事業の発足から平成

17 年度までの公団団地の建替事業に関する既往の研

究や資料を渉猟した。また，団地毎の緑の合意形成状

況について，筆者が平成 7 年から平成 1１年まで、建

替事業に直接携わった経験と，東京都下の建替事業の

合意形成に携わった，居住者や関係者に平成 21年に建

替事業における屋外空間や緑の合意形成に関するヒア

リングを実施して解析を行った。 

 

３．結果 

（１）緑の居住者との合意形成の変遷 

① 居住者との合意形成（自治会懇談会）９） 

東京都下における建替事業は，昭和 63 年度に柳沢

団地で建替事業がスタートしてから，平成 17年度まで

に 14団地着手された（図１）。建替事業の初期の段階

では従前居住者への配慮が十分でなく，一部の居住者

から理解が得られず，建替事業に対し反対があり社会

問題として取り上げられた１０）。この状況を踏まえ，

従前居住者への措置等の改善が行われた。また，居住

者との認識の差をできる限り尐なくし建替事業着手後

に居住者と公団と合意形成を図るため，団地毎の自治

会や居住者と話し合いが持たれた。 

 建替事業スタート時には，公団の考え方は居住者に

理解されにくいことから，建替事務所や支社から団地

に出向き居住者との話し合いがもたれた。その形態は
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懇談会として話し合いがもたれる団地もあった。話し 

合いは，事業の進捗段階や団地自治会の状況により

様々であるが，従前居住者への措置や制度・配慮，家

賃の配慮や事業計画（建築，屋外環境，緑，環境，コ

ミュニティ），都営住宅の斡旋・併設，仮移転・本移転，

工事等であった。この懇談会は月に 1回から数ヶ月に

1 回開催され，必要に応じて行わ

れる団地もあった。 

② 居住者との合意形成（緑町方

式） 

緑町は，平成 3年 10月に建替事

業着手の説明会が行われ，平成 4

年 4月に居住者と公団の懇談会が

あり住民配置案や樹木マップが提

示された。その後 5，6 月に各 1

回，7月に 2回，9，10月に行われ，

住棟配置，駐車場，緑の保全，小

径等の屋外計画について公団案に

対する意見交換や検討・討議が継

続して行われ，平成 5年にも 2回

実施された。 

公団の建替事業では初

めての試みであり，「緑

町方式」と称す懇談会で

住民案の提示後，公団の

説明と意見交換，住民意

向の取り入れ，修正とい

うプロセスを経て進めら

れた。この間緑町居住者

独自の団地環境の発掘・

評価作業や，居住者側の

学際のアドバイザーをは

じめとする専門家グルー

プの支援が特徴的である

１１）。これにより団地空

間づくりは大筋合意形成

された１２）。また，継続

して既存樹木等の活用注

２）や屋外に関することに

ついて造園技術懇談会や

住民懇談会で実施し，現

地調査等も居住者と行い

合意形成に至り，建築，

造園等の計画設計が実施

され具体的な内容をもと

図１ 建替事業の経年と緑の合意形成の推移と波及 

表 １ 建替事業のワークショップの内容等 (東京都下の地域) 
 

建替事業に伴い、居住者は「まちづくりプロジェクト」を
立ち上げ様々な活動を行い「土と緑とコミュニティ」のコ
ンセプトを立案し、その後、中央広場、リング道路の検
討等に発展

居住者一人一人の緑や屋外に関して理解度が高
まり、「土と緑とｺﾐｭﾆﾃｲ」のｺﾝｾﾌﾟﾄが実現するとと
もに、その後の管理的な課題に関しても解決に導
くことが可能となった

居住者と公団が何度も意見を出しあい、知恵と力を合
わせることにより、より暮らしやすいまちが実現

継続的な懇談会（造園技術懇談会等）により、居
住者の知恵を活かすことができた

市も「まちづくり担当」を設置、関連課の横断的な調整
のできる「建替対策調査委員会」を組織して、居住者と
公団との協力のもと、住宅・緑・環境・福祉・コミュニ
ティーなど総合的なまちづくりに取り組む

市と公団の基本協定の内容については、居住者
の思いを組み込んでもらうことができた

次の内容の緑を始め様々な屋外が話し合われた「わ
かりやすい町の構成と居心地のよい建物配置・居住
者と公団による既存樹木の保存・移植リサイクル（グ
リーンバンク）による、居住者の植栽した思いのつまっ
た樹木の継承。子育ての母親等の意見を汲み立っ
た、遊び場。まちのプロムナードである四季を感じさせ
るやさしい緑道。建物との調和など」

次のような屋外の内容が話し合われて以下の内
容が実現した（わかりやすい町の構成と居心地の
よい建物配置・居住者と公団による既存樹木の保
存・移植・リサイクル（グリーンバンク）による、居住
者の植栽した思いのつまった樹木の継承。子育て
の母親等の意見を汲み立った、遊び場。まちのプ
ロムナードである四季を感じさせるやさしい緑道。
建物との調和など）

3 東伏見 懇談会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 団地内公園計画の合意形成
市管理公園のつくりに関して居住者の合
意形成が図れた

既存樹木や井戸利用水施設等に関して理解度が
高まった

居住者・市・ｺﾝｻ
ﾙ・公団・その他

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ活
動

ｺﾐｭﾆﾃｲｶﾞｰﾃﾞﾝの管理運営
ｺﾐｭﾆﾃｲｰ形成の媒体となる居住者共同
花壇の管理運営を試行

共同花壇の運営主体「わかばの会」が｣設立され
た

居住者・ｺﾝｻﾙ・公
団

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ活
動

水辺公園の管理運営
団地内雨水利用水施設公園の管理運営
を試行

定期的に、いきもの観察会、居住者による水辺の
雑草取りを行い、自主管理運営意識が高まった

居住者・市・ｺﾝｻ
ﾙ・公団・その他

2・3勉強会
建替に関わる様々な内容を居住者と市と公団で話し
合う場

居住者の団地自治会役員，日野市，公
団の3者の話し合う場が継続してでいた
ことにより、総合的な適切な対応ができ
るようになった。

3者の話し合う場が継続してでいたことにより、総
合的な適切な対応ができるようになった

居住者の（自治会
役員）・市・公団

地域特性を考慮した既存樹木利活用の合意形成
既存の緑や屋外のつくりに関して居住者
の合意形成が図れた

緑のｺﾝｾﾝｻｽが得られた
居住者・市・ｺﾝｻ
ﾙ・公団・その他

ｺﾐｭﾆﾃｲｶﾞｰﾃﾞﾝの試行
ｺﾐｭﾆﾃｲｰ形成の媒体となる居住者共同
花壇の可能性を試行

以下のワークショップは、一般の居住者が建替に
関することを考える良い機会となった。共同花壇
の運営主体「花守ｸﾗﾌﾞ」が設立された。

団地内自然公園（多摩平の森）あり方に関する合意形
成

森の維持管理手法に関して居住者の合
意形成が図れた

森のｺﾝｾﾝｻｽが得られた。森の管理運営主体「森
守ｸﾗﾌﾞ」が設立された

1期屋外空間の合意形成・2期屋外空間の合意形成
屋外空間づくりに関して居住者の合意形
成が図れた

共同花壇を含めるﾌﾟﾚｲｶﾞｰﾃﾞﾝ等に関して理解度
が高まった

入居した屋外空間の居住者による維持管理方法の検
討

日常管理の維持効果を伝え、居住者の
意識を高められた

日常管理（簡易清掃、草取り等）実践された

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 地域特性を考慮した既存樹木利活用の合意形成
既存の緑や屋外のつくりに関して居住者
の合意形成が図れた

緑のｺﾝｾﾝｻｽが得られた

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ｺﾐｭﾆﾃｲｶﾞｰﾃﾞﾝの試行
ｺﾐｭﾆﾃｲｰ形成の媒体となる居住者共同
花壇の可能性を試行

共同花壇の運営主体「はっぱの会」が設立された

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ １期屋外空間の合意形成
屋外空間のつくりに関して居住者の合意
形成が図れた

せせらぎや共同花壇等に関して理解度が高まっ
た

地域特性を考慮した既存樹木（サトザクラ等）利活用
の合意形成

既存の緑や屋外のつくりに関して居住者
の合意形成が図れた

緑のｺﾝｾﾝｻｽが得られた。

先工区屋外空間の合意形成
屋外空間のつくりに関して居住者の合意
形成が図れた

サトザクラの挿木による緑の継承活動により、既
存の緑を活かした、屋外空間に関する理解度が
高まった

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 地域特性を考慮した既存樹木利活用の合意形成
既存の緑や屋外のつくりに関して居住者
の合意形成が図れた

緑のｺﾝｾﾝｻｽが得られた

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ｺﾐｭﾆﾃｲｶﾞｰﾃﾞﾝの試行
ｺﾐｭﾆﾃｲｰ形成の媒体となる居住者共同
花壇の可能性を試行

共同花壇の運営主体組織が設立された

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ １期屋外空間の合意形成
屋外空間のつくりに関して居住者の合意
形成が図れた

共同花壇を含めるﾌｧｰﾑｶﾞｰﾃﾞﾝ等に関して理解度
が高まった

地域特性を考慮した既存樹木利活用の合意形成
既存の緑や屋外のつくりに関して居住者
の合意形成が図れた

緑のｺﾝｾﾝｻｽが得られた

1期１ＢＬ先工区屋外空間の合意形成
屋外空間のつくりに関して居住者の合意
形成が図れた

既存樹林を含めるた屋外空間の理解度が高まっ
た

ｺﾐｭﾆﾃｲｶﾞｰﾃﾞﾝの試行
ｺﾐｭﾆﾃｲｰ形成の媒体となる居住者共同
花壇の可能性を試行

共同花壇の運営主体組織が設立された

居住者・ｺﾝｻﾙ・公団

10 ひばりが丘

8 牟礼 緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

12 東久留米 緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

5 桜堤

8 多摩平

居住者・ｺﾝｻﾙ・公
団

8 三鷹台

緑町方式懇談会

居住者・市・公団のﾊﾟー ﾄﾅｰｼｯﾌﾟによる建
替事業の合意形成と推進が行われ、建
替事業の合意形成手法の先駆的事例と
なった。多くの話し合いにより、居住者の
気持ちを掘り起こすことができ、設計に
刷り込む事ができ、以下の内容が実現し
た。「わかりやすい町の構成と居心地の
よい建物配置・居住者と公団による既存
樹木の保存・移植リサイクル（グリーンバ
ンク）による、居住者の植栽した思いの
つまった樹木の継承。子育ての母親等
の意見を汲み立った遊び場。まちのプロ
ムナードである四季を感じさせるやさしい
緑道。建物との調和など」

参加者
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等　　の

名称
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等の内容 事業上の効果

居住者・公団・市・
コンサル・その他

居住者・市・ｺﾝｻ
ﾙ・公団

居住者・ｺﾝｻﾙ・公
団

居住者・ｺﾝｻﾙ・公
団

緑のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

事業着
手年度

旧団地名 居住者等への効果

武蔵野緑町3
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に居住者の合意形成が行われた１２）～１４）。 

緑町の緑の合意形成が成功した理由は，団地自治会

を中心とした努力が一つの要因である。それは居住者

自身が望む建替計画案を考えるにあたっては，「環境」

「間取り」「文集」など 3つのまちづくりのプロジェク

トが生まれ，その活動や話し合いを通じて団地の中の

様々な生活を居住者は認識することができた。これに

ついては、山田ら９） は緑町の団地更新計画に関して，

居住者自身が既存の環境の熟知者として，生活者の立

場から継承すべき団地の価値を創出に満ちた体験活動

であったとしている。 

③ 2･3者勉強会（多摩平方式） 

建替事業着手に難航した多摩平団地においては建

替事業を円滑に進めるため，2 者勉強会と 3 者勉強会

が設立された。2 者勉強会は団地自治会の役員と公団

の職員とで話し合い，3 者勉強会はこれに市の職員が

加わるものであり，これらが合意形成の一つのやり方

として継続して実施された１５）１６）。 

④ 緑のワークショップ 

 建替事業を居住者の理解を得ながら進める上で，懇

談会や勉建強会は有効であった。緑町・多摩平自治会

でも自治会ニュースを定期的に発刊し，全居住者に建

替事業の状況や公団との話し合いの状況などを周知さ

せた。全ての居住者の考え方を丁寧に拾うためニュー

スにより，具体的な意見を拾い上げ，多くの居住者の

意見も取り入れ，総合的な計画を作り上げる仕組みと

して，ワークショップ形式の必要性が提起され，それ

を都市再生機構が受けて実施することになった。居住

部門での住民参加型の緑のワークショップは多摩平の

取組みがスタートであり，多摩平団地自然公園や団地

の緑に対する思いを計画に活かしスタートした１７）。 

三鷹台は平成 11 から 16 年の間に 22 回実施した。

ひばりが丘は平成 12から 18年までに 38回，牟礼は平

成 16 から 18 年に 10 回，東久留米は平成 14 から 18

年に 24回，桜堤では平成 11から 18年に 24回のワー

クショップが実施されている (図 1)（表 1）１9）。 

⑤居住者との合意形成の内容と効果 

各団地の合意形成内容は（表１）の通り，具体的に

は 8団地でワークショップ等が実践され，概要を取り

まとめるとその内容は「既存樹木利活用の合意形成」，

「コミュニティガーデンの試行」，「屋外空間計画の合

意形成」，「維持管理方法・管理運営の検討」，「水辺空

間の管理運営」，「ガーデニング講座」等に大別できる。 

（２）緑の合意形成手法の波及（図１） 

 建替事業当初における緑の合意形成は，建替事業反

対運動の中でも，居住者にとって大切な，屋外空間や

緑を建替後も継承したい思いがあり，それぞれの団地

の自治会や居住者は公団との合意形成の実態から試行

錯誤しながら各団地の実情に合った合意形成の手法を

模索している状況であった。公団との話し合いは，団

地の自治会や居住者の状況に応じながら，居住者も工

夫し公団もそれぞれの団地との対応の中で，合意形成

の手法を学んでいった。 

 その結果，以下のようにまとめることができる。平

成 3年度事業着手の武蔵野緑町団地の緑の合意形成は，

平成 4年度から緑町方式懇談会として実施され，すべ

ての工事が完成する平成 15年度まで継続された。この

12年間の緑町の合意形成手法は，他の建替団地の注目

を浴びながら、段階的に完成する工区を他の建替団地

の居住者が現実に見ることにより，緑町の話し合いに

よる合意手法の可能性を感じはじめ，その後に建替事

業着手された団地の合意形成に影響を与えていった。 

また，多摩平団地は緑町の合意形成の影響を受けな

がらも，2・3社勉強会という居住者と公団と市も入っ

た総合的な合意形成手法を実践し継続している。また，

多摩平団地では公団の建替事業で初めて，緑のワーク

ショップも取り入れることにより，一般の居住者の建

替事業への参加もできるようになり注目をされた。多

摩平団地のワークショップによる緑の合意形成による，

一定の成果が見え始めた頃から，後続の建替団地であ

る三鷹台団地，ひばりが丘団地，東伏見団地，東久留

米団地，牟礼団地の緑のワークショップへと波及し，

先行の建替事業である桜堤団地においても，活動型の

緑のワークショップの開催へと展開していった。 

 

４．考察 

（１）緑の居住者との合意形成に関する考察 

緑町の緑町方式による合意形成は，それを通じて家

賃問題だけでなく子育てしやすい緑豊かな環境の大切

さが，関心の薄い居住者にも伝わっていった。これら

の活動の集大成を居住者全体で建替事業の計画方針を

皆で合意し，「土と緑とコミュニティを守る住民案」が

作成され，公団との話し合いに入り，公団と居住者の

合意形成が行われ，建替計画が進んだと考えられる。 
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緑町の合意形成手法は，4 年後の平成 8 年度に事業

着手した多摩平団地の 2・3者勉強会や緑のワークショ

ップの萌芽であることがわかった。緑町の計画・設計

に関する具体的な整備内容からも，三鷹台団地，牟礼

団地，ひばりが丘団地，東久留米団地，桜堤団地にも

影響を与えていることがわかった。 

多摩平の 2・3 者勉強会の手法は居住者から生みだ

された手法であり，居住者も新しい建替後の住宅や屋

外，その樹木について自らの目線で見つめ提案がされ

力を結集して事業者と共に考えていく事の大切さを示

唆している。ワークショップは平成 10から 18年まで

に計 40回開催され，このワークショップ方式の合意形

成成果により，他の団地の自治会や居住者も認め始め，

他の団地でも緑のワークショップが導入されていった。 

緑の合意形成による居住者への効果は，「既存樹木

の利活用や屋外空間の計画作りの合意形成」，「コミュ

ニティ形成の媒体としてのコミュニティーガーデンの

可能性の明確化」，「暮らしやすい街の実現」,「日常管

理の維持効果を伝え，居住者の意識を高揚」，「居住

者・市・公団のパートナーシップによる建替事業の推

進」，「雨水利用の管理運営の試行」等であり，居住者

等への効果は「緑のコンセンサスの確立」,「管理運営

主体の設立」,「管理の課題を解決に導くことが可能と

なる」，「居住者の知恵を活かす」,「共同花壇の理解度

の高揚」等であることがわかった（表１）。 

（２）緑の合意形成手法の波及に関する考察 

 昭和 30年代建設団地の建替事業は，スタートから一

部の従前居住者が建替後に高家賃になることへの不安

などから建替事業への同意を拒否する反対運動があっ

た。屋外環境や既存の緑に関する継承問題についても

東京都下地区を中心に社会問題となり，居住者との合

意形成を図るために多くの話合いがもたれた。このよ

うな状況の中で緑町方式の懇談会（平成 4年）や多摩

平方式の 2．3者勉強会，さらに建替団地で初めての緑

のワークショップ（平成 9年）が実施され，この二つ

の団地の合意形成手法は，その後の建替事業着手団地

の合意手法に影響を与えた。このことからも，この二

つの団地の屋外整備の懇談会や緑のワークショップに

よる居住者と公団との話し合いは，建替の緑地整備の

推進に大きな効果をもたらしたことが明らかになった。 

 

５．まとめ 

都市再生機構では昭和 61 年から建替事業が実施さ

れ，屋外環境や既存の緑の継承に関する話合いがもた

れ，その中で緑町方式の懇談会と多摩平方式の 2．3

者勉強会，緑のワークショップが実施され，この二つ

の団地の緑の合意形成手法は，その後の公団の建替事

業着手団地の合意形成手法に波及をもたらし多大な影

響を与えたことがわかった。今後，団地再生等，民間

での事業においても，緑の合意形成は環境配慮を必要

とする事業においては不可欠であり，本研究で得られ

た合意形成手法が活かされ，潤いのある屋外空間が創

出されることを期待する。 
 
補注 

注 1)公団：日本住宅公団（昭和 30年発足）・住宅・都市整備公団（昭和 56

年）・都市基盤整備公団（平成 11年）・都市再生機構（平成 16年）を総

称して公団と記載し明確な組織名が必要な場合に組織名を記載した． 

注 2)グリーンバンク（手法）：既存樹木を当該建替団地はもちろんのこと，

公団事業全体の中での活用を図ることを目的に，豊なみどりを総合的かつ

有効に保存，移植，リサイクルで活用して，居住者のみどりの愛着の継承，

自然環境の保全・環境負荷の軽減・建設コストの低減につながる快適な街

づくりの手法である． 
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